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募集等に係る株券等のお客様への配分に関する基本方針 
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２．株券等の配分を行うに際して、当社はあらか

じめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募

集等の取扱いを行うとともに、公正な配分に努

めることを基本方針としております。 

３．当社は、次に掲げる方針に従って、募集等に

係る株券等のお客様への配分を行います。なお、

機関投資家のお客様につきましては、需要への

参加状況などを考慮の上、適切な配分に心がけ

ております。 

（１）新規公開に際して募集等を行う株券又は外

国株信託受益証券(注)（以下「新規公開株」と

いいます。）の場合 

(注)外国株信託受益証券につきましては、その

受託有価証券となる外国株券が外国の店頭

市場を含む金融商品市場に上場していない

場合に限ります。 

  新規公開株の配分につきましては、以下の２区

分にて配分を行います。 

A．一定抽選による配分  

   個人のお客様への配分は、配分の機会を公平

に提供するため、原則として一定割合につい

て同一条件下での抽選（以下「一定抽選」と

いいます。）により配分先を決定いたします。 

その要領は以下の通りであります。 

① 抽選は、ブックビルディング期間中に当社

に行われた需要申告のうち、個人のお客様か

らのものを対象に、抽選日に当社が行いま

す。なお、当社の引受予定数量（オーバーア

ロットメントによる売出しを含む募集売出

数量の総数に当社の引受シェアを乗じた数
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２．株券等の配分を行うに際して、当社はあらか

じめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募

集等の取扱いを行うとともに、公平かつ公正な

配分に努めることを基本方針としております。 

３．当社は、次に掲げる方針に従って、募集等に

係る株券等のお客様への配分を行います。なお、

機関投資家のお客様につきましては、需要への

参加状況などを考慮の上、適切な配分に心がけ

ております。 

（１） 新規公開に際して募集等を行う株券又は外

国株信託受益証券(注)（以下「新規公開株」と

いいます。）の場合 

(注)外国株信託受益証券につきましては、その

受託有価証券となる外国株券が外国の店頭

市場を含む金融商品市場に上場していない

場合に限ります。 

新規公開株の配分につきましては、以下の２区

分にて配分を行います。 

A．一定抽選による配分 

個人のお客様への配分は、配分の機会を公平

に提供するため、原則として一定割合につい

て同一条件下での抽選（以下「一定抽選」と

いいます。）により配分先を決定いたします。 

その要領は以下の通りであります。 

① 抽選は、ブックビルディング期間中に当社

に行われた需要申告のうち、個人のお客様か

らのものを対象に、抽選日に当社が行いま

す。この場合、当社が配分する数量のうち、

個人のお客様を含む一般投資家への配分予

定数量の10％（単位未満の端数が生じた場合
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量とします。以下「引受予定数量」といいま

す。）が100単位以上の銘柄については、個人

のお客様のうち、通信取引口座をご開設のお

客様及び支店口座をご開設のお客様でイン

ターネットより需要申告されたお客様を抽

選の対象とし、支店口座をご開設のお客様で

お取引営業店部で対面若しくはお電話で需

要申告された個人のお客様につきましては、

下記B．②記載の抽選以外の方法による配分

の対象といたします。 

② 抽選により決定する配分数量は、当社が配

分する数量のうち、個人のお客様を含む一般

投資家への配分予定数量の10％（単位未満の

端数が生じた場合は切り上げます。）とし、

できるだけ多くのお客様に配分が行われる

よう、一人のお客様への当選数量は１単位と

させていただきます。一般投資家の範囲につ

きましては、別途当社のホームページ

（https://www.okasan.co.jp）にて個別銘柄

ごとにお知らせいたします。 

 ③     （ 現行どおり ） 

④ 引受予定数量が100単位未満の新規公開株

について、抽選の結果、当選されなかったお

客様は、下記B．①記載の「ステージ制抽選」

の対象とさせていただきます。なお、当選さ

れたお客様もホットイシュー銘柄以外の銘

柄については、当選数量を差し引いた需要申

告についてステージ制抽選の対象とさせて

いただきます。ここで、ホットイシュー銘柄

とは、ブックビルディングにおいて募集等の

配分予定数量を大幅に超えて需要が申告さ

れた銘柄を意味します。 

⑤～⑥  （ 現行どおり ） 

 

B．ステージ制抽選による配分若しくは抽選以

外の方法による配分 

は切り上げます。）を一定抽選に付すことと

いたします。なお、できるだけ多くのお客様

に配分が行われるよう、一人のお客様への当

選数量は１単位とさせていただきます。一般

投資家の範囲につきましては、別途当社のホ

ームページ（https://www.okasan.co.jp）に

て個別銘柄ごとにお知らせいたします。 

 

 

 

（ 新   設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②    （ 省   略 ） 

③ 抽選の結果、当選されなかったお客様は、

下記B．記載の「ステージ制抽選」の対象と

させていただきます。なお、当選されたお客

様もホットイシュー銘柄以外の銘柄につい

ては、当選数量を差し引いた需要申告につい

てステージ制抽選の対象とさせていただき

ます。ここで、ホットイシュー銘柄とは、ブ

ックビルディングにおいて募集等の配分予

定数量を大幅に超えて需要が申告された銘

柄を意味します。 

 

④～⑤  （ 省   略 ） 

 

B．ステージ制抽選による配分 
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上記Ａ．の一定抽選による配分以外について

は、引受予定数量によって、以下のいずれか

の配分を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 削   除） 

 

 

 

（ 削   除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 削   除 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記Ａ．の一定抽選による配分以外について

は、お客様とのお取引実績等に応じ、それぞ

れのステージを設けるサービス（以下「ステ

ージ制による優遇サービス」といいます。）

を導入した抽選を行います。「ステージ制に

よる優遇サービス」については、当社のホー

ムページ及び当社営業店の店頭においてお

知らせいたします。 

なお、当社はお客様のニーズを的確に勘案し

た上で、以下の基準に合致するお客様による

申込みを中心に抽選配分することとしてお

ります。 

① 適合性の原則に関する基準 

・当社は、新規公開株を含めた株式投資のリ

スクを十分ご理解いただいたお客様を中心

に配分を行うこととしております。 

② 短期売買の排除に関する基準 

・当社は、新規公開株の特性を重視し、長期

安定的に保有していただけるお客様を中心

に配分を行うこととしております。そのた

め、過去、当社で配分した後、直ちに発行価

格又は売出価格以下での売却を行われてい

るお客様へは、需要申告の段階で保有に関す

る意思を確認させていただく場合がありま

すので、ご了承ください。 

③ ブックビルディングへの適切な参加に関

する基準 

・当社は、新規公開株の配分においては、ブ

ックビルディングへの適切な参加の状況を

確認させていただき、適切な需要申告をして

いただいているお客様に優先して配分を行

うこととしております。そのため、過去に行

われた新規公開株における需要調査におい

て、お客様の需要申告が適切であったかどう

かを確認させていただく場合がありますの

で、ご了承ください。なお、適切な需要申告
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① 引受予定数量が100単位未満の新規公開株

については、お客様とのお取引実績等に応じ、

それぞれのステージを設けるサービス（以下

「ステージ制による優遇サービス」といいま

す。）を導入した抽選を行います。「ステージ

制による優遇サービス」については、当社の

ホームページ及び当社営業店の店頭において

お知らせいたします。 

② 引受予定数量が100単位以上の新規公開株

については、下記（３）記載の抽選以外の方

法による配分を行います。 

（２）新規公開株以外の場合 

新規公開株以外の株券等の配分につきまして

は、お客様のニーズを的確に勘案し、需要申告

の状況を考慮した抽選（以下「一般抽選」とい

います。）にて配分を行うこととしております。

なお、引受予定数量が100単位以上の銘柄につ

きましては、一般抽選に代えて、下記（３）記

載の抽選以外の方法による配分にて配分先を

決定いたします。 

（３）抽選以外の方法による配分 

抽選以外の方法による配分につきましては、支

店口座をご開設のお客様でお取引営業店部で

対面若しくはお電話で需要申告されたお客様

を対象として、当社とのお取引の状況、お預り

資産の状況等を総合的に勘案したうえで、次の

基準に合致するお客様による申込みを中心に

配分することとしております。従いまして、必

ずしもお客様のご意向にお応えできないこと

がございますので予めご了承ください。 

① 適合性の原則に関する基準 

・当社は、新規公開株を含めた株式投資のリス

クを十分ご理解いただいたお客様に配分を行

うこととしております。 

とは、個別銘柄ごとに当該銘柄の状況等を勘

案の上で行っていただく申告を意味します。 

（ 新   設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新   設 ） 

 

 

（２）新規公開株以外の場合 

新規公開株以外の株券等の配分につきまして

は、お客様のニーズを的確に勘案し、需要申告

の状況を考慮した上で、上記(１)B.の基準に合

致されるお客様の申込みによる抽選（以下「一

般抽選」といいます。）にて配分を行うことと

しております。 

 

 

（ 新   設 ） 
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② 短期売買の排除に関する基準 

・当社は、新規公開株について、その特性を重

視し、長期安定的に保有していただけるお客

様を中心に配分を行うこととしております。

そのため、過去、当社で配分した後、直ちに

発行価格又は売出価格以下での売却を行われ

ているお客様へは、需要申告の段階で保有に

関する意思を確認させていただく場合があり

ますので、ご了承ください。 

③ ブックビルディングへの適切な参加に関

する基準 

・当社は、ブックビルディングへの適切な参加

の状況を確認させていただき、適切な需要申

告をしていただいているお客様に優先して配

分を行うこととしております。そのため、過

去に行われた需要調査において、お客様の需

要申告が適切であったかどうかを確認させて

いただく場合がありますので、ご了承くださ

い。なお、適切な需要申告とは、個別銘柄ご

とに当該銘柄の状況等を勘案の上で行ってい

ただく申告を意味します。 

４．当社は、新規公開株の抽選以外の方法による

配分について、特定のお客様への過度な集中配

分及び不公正な配分とならないよう、配分回数

に留意いたします。 

５．配分先は、ブックビルディング期間中に需要

申告をされたお客様から抽選若しくは抽選以外

の方法により決定いたします。ただし、お客様

から申告された数量が、当社の配分予定数量に

満たない場合には、申告をされていないお客様

にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を

行った結果、配分を行うことがあります。 

６．～１１． （ 現行どおり ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．当社は、過度な集中配分及び不公正な配分と

ならないよう、原則として全量抽選の方法によ

り配分を行っております。 

 

５．配分先は、ブックビルディング期間中に需要

申告をされたお客様から抽選により決定いたし

ます。ただし、お客様から申告された数量が、

当社の配分予定数量に満たない場合には、申告

をされていないお客様にも、当社とのお取引の

状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行う

ことがあります。 

６．～１１． （省   略） 

 

 

 


